
組合等区画整理事業補助金交付要綱 

 

（要旨） 

第 1 県は、土地区画整理法(昭和 29 年法第 119 号。以下「法」という。）第 3 条第 1 項に

規定する個人施行者（同意施行者（土地区画整理事業を単独で若しくは共同して施行

する者(民間事業者を除く。））に限る。）、法第 3条第 2項に規定する土地区画整理組合

（土地区画整理組合の設立に必要な数の地権者(施行予定地区内の宅地について所有

権又は借地権を有する者)が参加している準備組織を含む。）及び法第 3 条の 3 に規定

する地方住宅供給公社（以下「組合等」という。）が施行する土地区画整理事業（以下

「事業」という。）の適正かつ円滑な執行を図るため、事業に要する経費について、組

合等に対し、予算の範囲内において組合等区画整理事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和 51 年宮

城県規則第 36 号以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによるものとする。 

 

（交付対象事業） 

第 2 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、組合等が法第 3 条の

4の規定により都市計画事業として施行する事業で、次に掲げる要件のすべてに該当し、

補助基本額が 3 億円以上でなければならない。ただし、地方住宅供給公社が施行する

事業にあっては、第 1号及び第 2号に該当することをもって足りるものとする。 

(1)施行地区の面積が 10ha 以上イ又はロに該当する地区にあっては 2ha 以上）の地

区であること。 

イ 直前の国勢調査の結果に基く人口集中地区（DID）に係る又は隣接する区域に

存する地区 

ロ 被災市街地復興特別措置法（平成 7 年法第 14 号）の規定に基づく被災市街地

復興推進地域内の地区 

(2)街路事業(都市・地域整備局所管国庫補助事業)の採択基準に適合する都市計画道

路の新設又は改築を含む地区であって、当該事業の施行後における施行地区内の

道路、公園、広場、緑地、河川等公共の用に供する土地の面積の合計が施行地区

の面積のおおむね 25％以上となるものであること。 

(3)土地区画整理組合の施行する事業で施行地区の面積が 20ha 未満のものにあって

は、施行地区内の都市計画として決定された幅員 12m 以上の道路の整備に要する

費用(用地費、補償費、築造費及び舗装費のうち知事が必要と認めたもの並びに事

務費の合計額。以下「用地買収方式事業費」という。）が当該土地区画整理事業の

総事業費の 3分の 1以上であること。 

 



第 2-2 都市開発資金の貸付に関する法律（昭和 41 年法律第 20 号）第 1条第 4項第 3号の

規定による貸付金（以下「貸付金という。）を受け、又は受けようとする組合等は、前

項の補助金の交付対象としないものとする。 

ただし、知事が、当該組合等が施行する事業が宮城県総合計画の政策評価指標の実現

に向けた主要事業の推進に必要であると認めた場合は、この限りではない。 

 

（交付対象経費及び補助金額） 

第 3 補助金の交付対象となる経費は、組合等区画整理補助事業実施細目（昭和 50 年 11 月

1 日付け建設省都区発第 47 号建設省都市局区画整理課長通達別紙 2）第 2 に定める補

助対象の範囲に準ずるものとする。ただし、土地区画整理組合の準備組織にあっては、

換地諸費（換地設計及び登記を除く。）に限るものとする。 

第 3-2 補助金の額は、事業に要する費用から保留地処分金、JR 負担金、公共施設管理者

負担金、賦課金及びその他の収入を控除した額（この額が用地買収方式事業費を超え

る場合は、用地買収方式事業費の額を限度とする。以下「補助基本額」という。）に相

当する額の範囲内で定めるものとする。 

 

（交付の申請） 

第 4 規則第 3条第 1項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第 1号によるも

のとし、その提出部数は 1部、その提出期限は知事が別に定めるものとする。 

第4-2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、

次のとおりとする。ただし、土地区画整理組合のうち準備組織以外の組合等にあって

は、第 4号から第 6号までの書類は除くものとする。 

(1)補助事業箇所別表（様式第 1-2 号） 

(2)収支予算書 

(3)工事設計書(位置図・平面図・縦横断面図及び構造図を添付) 

(4)土地区画整理組合（準備組織）の概要（様式第 1-3 号） 

(5)発起人名簿(様式第 1-4 号) 

(6)仮同意書(様式第 1-5 号) 

 

（交付の条件） 

第 5 規則第 5条第 1項の規定により付ける条件は、次のとおりとする。 

(1)補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合におい

ては、別記様式第 2号により知事の承認を受けること。 

(2)補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第 3号により知事の

承認を受けること。 

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった



場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 

（事業の執行） 

第 6 事業の執行に当たり、請負その他契約を締結する場合には、地方自治法 234 条の規定

に準じて行わなければならない。 

 

（状況報告） 

第 7 規則第 10 条の規定による報告は、別記様式第 4 号によるものとし、翌月の 5 日まで

に提出しなければならない。 

 

（実績報告書） 

第 8 規則第 12 条第 1 項の規定による事業実績報告書の様式は、別記様式第 5 号によるも

のとし、その提出部数は 1部とする。 

第8-2 規則第12条第1項の規定により事業実績報告書に添付しなければならない書類は、

次のとおりとする。 

(1)補助事業実績箇所別表（様式第 5-2 号) 

(2)補助事業精算(出来高)内訳書（様式第 5-3 号） 

(3)残存物件調書（様式第 5-4 号） 

(4)発生物件積算調書（様式第 5-5 号） 

 

（補助金の交付方法） 

第 9 補助金は、規則第 13 条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

第 9-2 前項の規定にかかわらず、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、原則とし

て補助額の 9 割を超えない範囲内の金額を概算払により交付することができるものと

する。 

第 9-3 前 2 項の申請は、別記様式第 6号によるものとする。 

 

（残存物件） 

第 10 組合等は、補助事業を完了した場合において、補助金の対象となった機械器具、仮

設物その他の部品（以下「部品」という。）が残存するときは、その残存価格に相当す

る額を県に納付しなければならない。だだし、知事の承認を得て同種の補助事業に備

品を継続して使用する場合には、この限りではない。 

 

（帳簿及び書類の備付け等） 

第 11 組合等は、規則第 20 条の規定にかかわらず、補助事業に係る収入及び支出等を明ら

かにした独立の帳簿を備え付け、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を、



補助事業の完了した翌年度から 5 年間及び組合等のうち土地区画整理組合にあっては

当該組合が解散する日まで整備保管しなければならない。 

 

（書類の経由） 

第 12 この要綱に基づき組合等が知事に提出する書類は、事業施行他を所轄する市町村長

を経由するものとする。 

 

附則 

1. この要綱は、昭和 61 年 2 月 10 日から施行し、昭和 60 年度予算に係る補助金に適用

する。 

2. この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

附則 

1. この要綱は、昭和 62 年 3 月 10 日から施行し、昭和 61 年度予算に係る補助金に適用

する。 

2. この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

附則 

1. この要綱は、平成 3年 3月 25 日から施行し、平成 2年度予算に係る補助金に適用す

る。 

2. この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

附則 

1. この要綱は、平成 17 年 10 月 12 日から施行し、平成 17 年度予算に係る補助金に適

用する。 

2. この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

附則 

1. この要綱は、令和 4 年 4 月 1 日から施行し、令和 4 年度予算に係る補助金に適用す

る。 

2. この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合

に、当該補助金にも適用するものとする。 

 


